
様式第１号（第３条関係）

　水俣市長　　　　　　　　　　　　　　　　　様

住     所

氏   　名 ㊞

電話番号

その他の連絡方法（メールまたはＦＡＸ）

住     所

代表者氏名 ㊞

電話番号

・

〔留意事項〕

○戸別受信機の設置（戸別受信機だけでは受信できない場合の屋内外アンテナを含む）は、

　全て水俣市の負担で行います。

○戸別受信機設置後の修繕（使用者で故意に壊したものを除く。）等についても、水俣市の負

　 担で行います。

○屋外放送はこれまでどおり行いますが、配信する情報の種類によって「屋外放送のみ」、「

　 戸別受信機での屋内放送のみ」と使い分けする場合があります。緊急情報については、

　 屋外放送と屋内放送両方で放送を行います。

　※欄は水俣市で記入します。

　問合せ先：水俣市危機管理防災課 TEL0966-61-1604　FAX0966-62-0611

○戸別受信機は１世帯に１台（貸与）とします。※市外に転出される場合は返却をお願いします。

  ※戸別受信機管理番号

  ※添付書類 　身体障害者手帳の写し

借受ける機器
（該当箇所に○印を付け
てください。）

 ※戸別受信機１台  ※文字表示機能付き

 ※外部アンテナ  ※接続部品一式

 ※その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記

設 置 場 所 　水俣市

建物の種類
　持家　　　・　　　借家（家主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

屋内外のアンテナの設置が必要な場合、建物の一部を使用す
ることから、借家については家主への承諾を得てください。

水俣市防災行政無線 戸別受信機　借受申請書

平成　　　年　　　月　　　日

申 請 者

管 理 者

（事業所・社宅・賃貸住宅等にあっては管理者住所及び代表者名）

下記のとおり、水俣市防災行政無線　戸別受信機貸与等に関する要綱第３条の規定により
申請します。


